
やまがた GX・CN 研究会会則 
（名称） 
第１条 本会は、やまがた GX・CN 研究会（以下「研究会」という。）と称する。 
（目的） 
第２条 研究会は、GX（グリーン・トランスフォーメーション）や CN（カーボン・ニュー

トラル）への対応に意欲的な県内企業等に対し、関連する技術情報の提供や技術開発等
を支援するとともに、会員相互の連携・交流を促進することで、県内企業の GX・CN 関
連産業への参入促進を図り、もって地域産業の発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 
第３条 研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
(1)山形県における GX・CN 関連技術に関心のある企業等の技術向上と連携・交流の促進に

資する事業 
(2)その他研究会の目的を達成するために必要な事業 
（会員） 
第４条 研究会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 
(1)山形県内に事業所を有する企業 
(2)産業支援機関 
(3)行政機関 
(4)その他 
（会員登録） 
第５条 研究会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出しなければならな

い。 
（会費等） 
第６条 研究会の入会金及び会費は無料とする。 
（運営） 
第 7 条 研究会は、山形県産業労働部産業技術イノベーション課及び山形県工業技術セン

ターに事務局を置き、企画運営を行う。 
（その他） 
第 8 条 この会則に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
 
附則 
この会則は、令和 7 年６月 10 日から施行する。 


